
平
成
二
十
年
二
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

一

二

七

号

フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
等
投
与
記
録
三
八
五
九
リ
ス
ト
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
等
投
与
記
録
三
八
五
九
リ
ス
ト
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
は
二
〇
〇
六
年
六
月
、
最
高
裁
が
集
団
予
防
接
種
に
よ
る
Ｂ
型
肝
炎
感
染
の
国
の
責
任
を
認
め
、
原
告
の

勝
訴
が
確
定
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
の
Ｂ
型
肝
炎
患
者
へ
の
救
済
策
が
一
向
に
進
ま
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｂ
型
肝
炎
訴

訟
原
告
団
は
、
全
国
で
五
〇
〇
人
を
超
え
る
Ｂ
型
肝
炎
患
者
に
よ
る
集
団
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
を
決
め
た
。

�

先
般
、
和
解
が
成
立
し
た
薬
害
Ｃ
型
肝
炎
訴
訟
で
は
、
和
解
に
至
る
過
程
で
原
告
団
と
、
�
添
厚
生
労
働
大
臣
が
会
っ

て
い
る
。
最
高
裁
で
国
の
敗
訴
が
確
定
し
た
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
に
お
い
て
も
�
添
厚
生
労
働
大
臣
は
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
原
告
団

と
会
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
原
告
団
は
、
国
の
Ｂ
型
肝
炎
患
者
へ
の
救
済
策
が
一
向
に
進
ま
な
い
こ
と
か

ら
、
集
団
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
を
決
め
た
。
国
は
、
Ｂ
型
肝
炎
患
者
へ
の
対
策
を
具
体
的
に
講
じ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
が
、
ど
う
か
。

二

一
九
八
七
（
昭
和
六
十
二
）
年
に
加
熱
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
の
承
認
を
し
た
際
、
厚
生
省
は
、
使
用
症
例
の
全
数
追
跡

調
査
を
指
示
し
て
い
た
か
。

三

二
に
つ
い
て
指
示
し
て
い
た
場
合
、
そ
の
追
跡
調
査
の
結
果
、
お
よ
び
、
そ
の
資
料
に
つ
い
て
旧
ミ
ド
リ
十
字
か
ら
報
告

一



を
受
け
た
か
。
受
け
て
い
た
場
合
、
そ
の
結
果
お
よ
び
提
供
資
料
に
つ
い
て
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

四

二
〇
〇
一
〜
二
年
の
一
連
の
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
使
用
後
の
肝
炎
発
生
数
等
に
関
す
る
調
査
の
際
、
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン

製
剤
投
与
三
八
五
九
症
例
の
記
録
が
あ
る
こ
と
を
、
厚
生
労
働
省
は
把
握
し
て
い
た
か
。

五

昨
年
十
月
の
「
四
一
八
症
例
リ
ス
ト
」
の
議
論
の
際
、
三
八
五
九
名
へ
の
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
投
与
を
田
辺
三
菱
製
薬

が
確
認
し
て
い
る
こ
と
を
、
厚
生
労
働
省
が
認
識
し
て
い
た
の
な
ら
、
な
ぜ
そ
の
際
に
、
三
八
五
九
名
へ
の
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ

ン
製
剤
投
与
を
田
辺
三
菱
製
薬
が
確
認
し
て
い
る
こ
と
を
、
厚
生
労
働
省
は
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
当
時
「
四

一
八
症
例
リ
ス
ト
」
の
患
者
特
定
資
料
が
厚
生
労
働
省
内
で
発
見
さ
れ
大
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
同
様
に
三
八
五

九
名
に
対
し
て
も
、
緊
急
に
投
与
患
者
の
特
定
作
業
を
行
い
、
当
該
患
者
に
告
知
し
、
検
査
を
呼
び
か
け
る
べ
き
と
考
え
な

か
っ
た
の
か
。

六

特
に
三
八
五
九
名
の
う
ち
三
七
〇
〇
名
は
二
〇
〇
一
年
当
時
、
急
性
症
状
が
な
く
、
現
在
に
至
っ
て
も
、
本
人
が
感
染
に

気
づ
い
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
。
よ
っ
て
、
よ
り
告
知
の
必
要
性
が
高
い
と
考
え
る
が
、
な
ぜ
、
告
知
の
指
示
を
し
な

か
っ
た
の
か
。

七

厚
生
労
働
省
は
、
「
二
〇
〇
一
年
当
時
は
、
旧
ウ
ェ
ル
フ
ァ
イ
ド
社
が
三
八
五
九
名
の
患
者
特
定
資
料
を
持
っ
て
い
る
か

二



ど
う
か
不
明
で
あ
っ
た
」
と
い
う
認
識
の
よ
う
だ
が
、
な
ぜ
当
時
、
患
者
特
定
資
料
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
し
な

か
っ
た
の
か
。
ま
た
昨
年
十
月
以
降
、
「
四
一
八
症
例
リ
ス
ト
」
や
そ
の
個
人
特
定
情
報
の
隠
ぺ
い
が
問
題
に
な
っ
て
か
ら

も
、
確
認
を
行
わ
な
か
っ
た
の
か
。

八

三
八
五
九
名
の
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
投
与
患
者
の
記
録
の
中
に
、
本
人
が
特
定
で
き
る
記
録
が
あ
る
こ
と
を
、
厚
生
労

働
省
が
知
っ
た
の
は
い
つ
か
。

九

三
八
五
九
名
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
指
示
を
田
辺
三
菱
製
薬
に
出
し
た
の
か
。

十

二
月
二
十
一
日
付
の
西
日
本
新
聞
に
「
四
一
八
症
例
リ
ス
ト
」
に
あ
る
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
投
与
患
者
以
外
に
も
、

フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
投
与
患
者
の
個
人
特
定
資
料
が
発
見
さ
れ
た
旨
の
報
道
が
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
三
八
五
九
名
の
投
与

患
者
へ
の
特
定
と
当
該
患
者
へ
の
告
知
の
指
示
は
、
永
遠
に
し
な
い
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
か
。

十
一

三
八
五
九
名
の
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
投
与
患
者
が
今
回
、
検
査
を
受
け
て
、
肝
炎
の
感
染
が
判
明
す
れ
ば
、
薬
害
肝

炎
救
済
法
の
対
象
に
な
る
か
。

十
二

も
し
薬
害
肝
炎
救
済
法
の
救
済
対
象
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
薬
害
肝
炎
救
済
法
が
成
立
し
て
か
ら
今
日
ま
で
、
フ
ィ
ブ

リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
投
与
患
者
へ
の
告
知
を
指
示
し
て
こ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

三



十
三

急
性
症
状
を
起
こ
し
た
一
五
九
名
は
、
「
四
一
八
症
例
リ
ス
ト
」
に
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。

十
四

「
四
一
八
症
例
リ
ス
ト
」
と
同
様
に
、
二
〇
〇
一
年
の
時
点
で
三
八
五
九
名
の
個
々
人
を
特
定
し
、
告
知
を
し
て
い
れ

ば
、
早
期
治
療
に
よ
る
病
状
の
進
行
を
止
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
遅
れ
に
よ
る
病
状
の
進
行
の

責
任
を
ど
う
考
え
る
か
。

十
五

二
〇
〇
一
年
当
時
、
三
八
五
九
名
へ
の
投
与
の
事
実
を
旧
ミ
ド
リ
十
字
が
確
認
し
て
い
る
と
の
報
告
を
受
け
た
担
当
者

は
誰
か
。
当
時
の
こ
の
問
題
の
責
任
者
は
誰
か
。

十
六

田
辺
三
菱
製
薬
に
残
さ
れ
て
い
た
三
八
五
九
名
の
患
者
特
定
資
料
「
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
Ｈ
Ｔ－

ミ
ド
リ
肝
炎
調
査
記
録

用
紙
」
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
、
厚
生
労
働
省
は
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
二
年
当
時
、
知
っ
て
い
た
か
。

十
七

今
年
一
月
に
薬
害
肝
炎
救
済
法
が
成
立
し
て
以
後
、
肝
炎
感
染
者
ら
が
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
等
投
与
記
録
の
確
認
を

医
療
機
関
に
行
う
に
あ
た
っ
て
、
カ
ル
テ
等
を
探
す
た
め
や
、
投
与
の
説
明
を
受
け
る
た
め
な
ど
に
、
多
く
の
費
用
が
か

か
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
患
者
の
負
担
を
、
な
ん
ら
か
の
形
で
国
が
担
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

十
八

厚
生
労
働
省
は
、
旧
ウ
ェ
ル
フ
ァ
イ
ド
社
か
ら
「
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
使
用
後
の
肝
炎
発
生
数
等
に
関
す
る
報
告
」

を
受
け
た
二
〇
〇
一
年
五
月
十
八
日
当
時
、
肝
炎
に
つ
い
て
死
に
至
る
重
篤
な
病
気
と
わ
か
っ
て
い
た
か
。

四



十
九

肝
炎
感
染
者
は
、
何
割
が
半
年
以
内
に
発
症
す
る
か
。
過
半
数
は
半
年
以
内
に
発
症
す
る
の
か
。

二
十

肝
炎
が
重
い
疾
病
と
わ
か
っ
て
い
て
、
お
ま
け
に
半
年
以
降
に
発
症
す
る
ケ
ー
ス
も
わ
か
っ
て
お
り
、
三
八
五
九
枚
の

「
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
Ｈ
Ｔ－

ミ
ド
リ
肝
炎
調
査
記
録
用
紙
」
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
た
な
ら
、
な
ぜ
患
者
を

特
定
せ
よ
と
製
薬
企
業
に
指
示
し
な
か
っ
た
の
か
。

二
十
一

�
添
厚
生
労
働
大
臣
が
、
昨
年
十
月
に
「
四
一
八
症
例
リ
ス
ト
」
の
患
者
個
人
特
定
資
料
が
厚
生
労
働
省
内
か
ら
発

見
さ
れ
た
折
、
「
『
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
投
与
患
者
す
べ
て
を
特
定
し
、
告
知
を
せ
よ
』
と
製
薬
企
業
に
指
示
を
出
し

た
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
な
ぜ
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
投
与
患
者
三
八
五
九
名
に
つ
い
て
も
個
人
の
特
定
を
行

い
、
告
知
す
る
よ
う
指
示
し
な
か
っ
た
の
か
。

右
質
問
す
る
。

五


